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ポ ス タ ー 掲 示 場 設 置 要 領

鳥取県知事選挙及び鳥取県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置

等については、この要領により実施するものとする。

１ ポスター掲示場の設置根拠

(１)鳥取県知事選挙･････････････法第１４４条の２第１項

(２)鳥取県議会議員一般選挙･････法第１４４条の２第８項、

ポ条第１条第１項

２ ポスター掲示場の設置義務者

(１) ポスター掲示場の設置義務者は、市町村委員会であること。

（法第１４４条の２第１項、ポ条第１条第２項）

(２) ポスター掲示場は、選挙期日の告示日の前日（鳥取県知事選挙にあって

は３月２２日、鳥取県議会議員一般選挙にあっては３月３０日）までに設

置し、それぞれ設置が完了したときは直ちに設置場所を告示する（法第１

４４の２第４項、第１０項）こと。

なお、この際、その告示はそれぞれ鳥取県知事選挙にあっては、第１号

様式、鳥取県議会議員一般選挙にあっては第２号様式によることとし、設

置位置の表示欄には具体的に「〇〇〇〇方フェンス」等のように記載する

こと。

３ ポスター掲示場の設置数

ポスター掲示場は、法第１４４条の２第２項又は第９項及び令第１１１

条第１項の規定により算定した数を設置すること。

ただし、法第１４４条の２第２項ただし書又はポ条第２条の規定により

県委員会と協議を行い、その総数を減ずることとなった場合は、その減ず

る数を法定総数から差し引いた数を設置すること。

４ ポスター掲示場の設置場所等

(１) 鳥取県知事選挙と鳥取県議会議員一般選挙のポスター掲示場は同一場

所に設置することとし、鳥取県知事選挙のポスター掲示場が向かって右側

になるように設置すること。

(２) ポスター掲示場の設置に当たっては、設置する場所をあらかじめ実地に

調査し設置することが可能かどうか、その状況を的確に承知しておくこと。

(３) ポスター掲示場は、駅前広場、人通りの多い道路、ショッピングセンタ



ー、百貨店、銀行、その他多くの選挙人が容易に見ることができる効果的

な場所に設置し、かつ、特定の区域に偏在しないようにすること。

(４) 道路の一部にポスター掲示場を設置する場合は、道路管理者の道路占用

許可及び所轄警察署長の道路使用許可を受ける必要があるので注意するこ

と。

なお、道路に設置する場合は、歩行者に見やすく、交通を妨げないよう

に特に配慮すること。

また、これらの許可を得るには、かなりの日時を要するので、あらかじ

め十分考慮に入れて措置すること。

なお、この点については、関係当局と別添「ポスター掲示場の設置に伴

う道路法及び道路交通法上留意すべき事項」のとおり協議済みであること。

(５) ポスター掲示場の設置に当たっては、土地又は工作物の居住者、管理者

又は所有者に対し、法第１４４条の５の規定の趣旨を十分に説明し、場所

の提供等に関し協力が得られるように努めること。

５ ポスター掲示場の構造

(１) 選挙の期間中に風雨等により倒壊・破損等をしないよう設置方法等をあ

らかじめ十分検討の上遺漏のないように措置すること。

（運規第１２条第２項、ポ規第３条第２項）

(２) 設置に当たっては、循環型社会の実現に向け、再利用の促進や鳥取県認

定グリーン商品等の循環型資材の使用等、廃棄物発生の抑制とリサイクル

の推進を図ること。

(３) 候補者１人の掲示面の大きさは、縦横それぞれ４４㎝程度の正方形と

し、幅２㎝程度の区画線をもってそれぞれの正方形の区画を明瞭に区分す

ること。

なお、鳥取県知事選挙の掲示場においては、各候補者が法第１４３条第

１項第４号の３の個人演説会告知用ポスター（長さ４２㎝、幅１０㎝以内）

及び第５号の選挙運動のために使用するポスター（長さ４２㎝、幅３０㎝

以内）それぞれ１枚を掲示できるものであるが、鳥取県議会議員一般選挙

の掲示場においては、第５号のポスターしか掲示できないものであること。

（法第１４４条の２第６項、運規第１２条第３項、ポ規第３条３項）

(４) 掲示板はそれぞれ一面とし、区画数はそれぞれ別紙（９頁）のとおりと

すること。

(５) 掲示板の区画には、それぞれ一連番号を付すること。

（運規第１２条第４項、ポ規第３条第４項、別図(１)参照）

(６) それぞれのポスター掲示場には、鳥取県知事選挙又は鳥取県議会議員一

般選挙のポスター掲示場である旨を表示するとともに、ポスター掲示場及

びポスターを毀損又は破損してはならない旨の注意事項を記載すること。

（運規第１２条第５項、ポ規第３条第５項）

(７) ポスター掲示場は、別図(１)に示すところに準じて作製すること。



なお、別図（１）にある見出し及び注意事項等を内容としたものが業者

で作製されている場合は、当該製品を購入して設置してもよいこと。

（８）見出し、注意事項及びポスター掲示場ごとの一連番号は、必ず区画の右

側に設けること。

なお、区画数を超えて立候補があった場合は、見出し、注意事項等を記載

した右側部分の下段、中段の順に予備区画として使用する。（※別図（１）

参照）

６ ポスターの掲示手続

(１) 候補者はポスター掲示場に、県委員会が告示した日（＝選挙期日の告示

日 鳥取県知事選挙にあっては３月２３日、鳥取県議会議員一般選挙にあっ

ては３月３１日とする。）から法第１４３条第１項第４号の３の個人演説

会告知用ポスター（鳥取県知事選挙に限る。）及び第５号の選挙運動のた

めに使用するポスターを掲示できるものであること。（法第１４４条の２

第５項）

(２) 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、当

該候補者の立候補届出番号と同一の番号が付されている区画であること。

この場合、次の７の(２)の適用を受ける区画があるときは、その後の届

出に係る候補者に掲示させることができるものであること。

（運規第１５条第１項、ポ規第５条第１項）

７ ポスター掲示場の管理

(１) 市町村委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の

注意をもってこれに当たること。（運規第１６条第１項、ポ規第６条第１

項）

(２) 市町村委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者のポスタ

ーは、直ちに撤去するよう措置すること。（運規第１６条第２項、ポ規第

６条第２項）

(３) 市町村委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示され

ていることを知ったときは、速やかに、期限を付して所定の区画内に掲示

し直すよう関係候補者に通知するとともに、県委員会に報告すること。

（運規第１６条第３項、ポ規第６条第３項）

(４) 市町村委員会は、ポスター掲示場の倒壊・破損等を発見したときは、直

ちに復旧を図るとともに復旧の程度により新たにポスターを掲示し直す必

要がある場合には、当該候補者に対しその旨を通知するとともに、県委員

会に報告すること。

（法第１４４条の２第５項、令第１１１条の２、運規第１６条第４項、ポ規

第６条第４項）



８ ポスター掲示場を設置しない場合

市町村委員会は、天災その他避けることができない事故、その他特別の事

情により掲示場を設けない場合は、この旨を直ちに県委員会に報告すること。

（法第１４４条の３、運規第１７条、ポ規第７条）

９ ポスターの掲示に関する便宜供与

市町村委員会は、公営ポスター掲示場制度の趣旨に鑑み、次の方法により

ポスターの掲示等に関し、便宜を供与するように努めること。

（法第１４４条の２第５項、令第１１１条の２）

(１) ポスター掲示場の設置場所を表示した図面（以下「図面」という。）及

び第３号様式によるポスター掲示場設置場所一覧表（以下「一覧表」とい

う。）を次により作成し、２月２０日(月)までに、別紙（９頁）に掲げる

部数を県委員会に送付すること。

ア 図面の作成方法

図面はなるべく縮尺２万５千分の１以上の大きさの地図を用いるもの

とし、これに投票区の区域、投票区名及びポスター掲示場の設置場所を

表示すること。

ただし、市街地の場合及び既存の地図にこれらの表示をしても判別し難

い場合については、投票区単位程度に別の図面を作成すること。これらに

ついて、表示の方法は原則として次によること。（別図(２)参照）

(ア) 投票区の区域は、赤色の線で囲み記入すること。

(イ) 投票区名は、投票区の番号をアラビア数字（固有の名称がある場合

はその名称）で記入すること。

(ウ) ポスター掲示場の設置場所は、赤色の○印で表示し、これに市町村

ごとにポスター掲示場の設置場所の告示（第１号様式及び第２号様式）

の一連番号欄の番号を付すること。

イ 一覧表の作成方法

前記アの図面と併せて、県委員会に送付する一覧表は次のとおりとす

る。

(ア) 一覧表はＡ４判の大きさで左綴じとすること。（第３号様式参照）

(イ) 上記の一覧表にあわせて図面袋を添付し、この中に前記アの図面を

入れること。

(ウ) 県委員会へ送付された図面及び一覧表は、県委員会において各立候

補者予定者に交付するので、当該説明会前に市町村委員会で交付しな

いこと。

ただし、ポスター掲示場の設置場所の告示の写しの交付は差し支え

ないこと。

(２) ポスター掲示場を巡視する際、又は第三者からの通報等によりポスタ

ーの汚損や脱落を知ったときは、その旨を候補者に通報すること。（令



１１１条の２）


